
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさと納税を 

行った方 

1 ワンストップ特例申請書の提出 

ふるさと納税先 

の自治体 

3 住民税の減額 

ワンストップ特例制度 

2 控除に必要な情報を連絡 

居住地市区町村 

寄附金をした全ての市町村等へ、翌年 1 月

10 日までに提出してください。 

※１ ふるさと納税をした全ての市町村等に申

請をすることで確定申告が不要となる制度 

ふるさと納税を 

行った方 

１ 確定申告書の提出（領収書を添付） 

税務署などの確

定申告受付会場 
２ 所得税・住民税の減額 

確定申告 
所得税がかからないな

どの理由で確定申告を

しない方が住民税の減

額を受けるためには、寄

附をした年の翌年１月

１日に住んでいる市区

町村に住民税申告が必

要です。 

1月1日～12月31日までの寄附について、

翌年 3 月 15 日までに行ってください。 

寄附をした年の所得について、

医療費控除等受けるため、その

他の理由で確定申告・住民税申

告をする必要がありますか？ 

ふるさと納税先の

団体が５団体以内

ですか？ 

確定申告(住民税申告) 

を行ってください 

ワンストップ特例

制度※1 の利用を

希望しますか？ 

ワンストップ特例制度 

をご利用ください 

ある ６団体以上 

５団体以内 ない 

希望する 希望しない 

ワンストップ特例申請書につきましては、寄附金納付後に送付いたします。 

同封されるリーフレットの内容を十分に確認のうえご利用をしてください。 

税金からの控除を受けるためには ① 

寄附金控除について 



 

 

 

 

 

 

 

市区町村や都道府県に対する寄附金は「特定寄附金」と呼ばれ、所得税

や住民税を計算するときに、寄附金控除が適用され、税が軽減されます。 
 

■所得税の控除 

 

 

 

 
 

■住民税の控除 

 基本控除 

 

 

 
 

  

特別控除（住民税所得割の２割が限度） 

 

 

 

 

税金から控除される額の合計 ＝ ① ＋ ② ＋ ③ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税金から控除される額 ② 

特定寄附金の額 

※総所得金額等の 

４０％が限度 

2,000円 ― × 
所得税率

×1.021 
・・・ ① 

特定寄附金の額 

※総所得金額等の 

３０％が限度 

2,000円 ― × 10％ ・・・ ② 

特定寄附金の額 2,000円 ― ― 
①と②の 

合計額 
・・・ ③ 


